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北上市告示甲第26号  

 

北上市若者向け空き家取得補助金交付要綱（令和４年北上市告示甲第41号）の一部を次のように改正し、令和５年４月１日か

ら施行する。 

 

令和５年３月24日 

北上市長 髙 橋 敏 彦 

 

改正前 改正後 

北上市若者向け空き家取得補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この告示は、市内の空き家の利活用を促進するとともに

、空き家を利用した若者世代への住宅支援に資するため、市

内に定住する意思を持って自ら居住するための空き家を購入

する若者世代に対し、予算の範囲内で補助金を交付すること

について、北上市補助金交付規則（平成３年北上市規則第57

号）及び北上市補助金交付要綱（平成３年北上市告示第16号

）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 (1) ［略］ 

北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付 

要綱 

 （趣旨） 

第１ この告示は、市内の空き家の利活用を促進するとともに

、空き家を利用した若者世代及び移住者への住宅支援に資す

るため、市内に定住する意思を持って自ら居住するための空

き家を購入する若者世代及び移住者に対し、予算の範囲内で

補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則（平

成３年北上市規則第57号）及び北上市補助金交付要綱（平成

３年北上市告示第16号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1) ［略］ 



 

2 

(2)  若者世代 この告示による補助金の交付を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）であって、当該申請者又

はその配偶者が、第７に規定する交付申請を行う日（以下

「交付申請日」という。）の属する年度の前年度の末日に

おいて、満39歳以下であるものをいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) ［略］ 

 (4) ［略］ 

 （補助対象者） 

第３ 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は

、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1)  若者世代であって、登録空き家を自らが居住するために

取得し、当該取得物件に補助金の交付を受けた日から起算

して５年以上、継続して居住する意思を有している者であ

ること。 

 (2)・(3) ［略］ 

(2)  若者世代 第７に規定する申請者であって、当該申請者

又はその配偶者が、第７の規定により交付申請を行う日（

以下「交付申請日」という。）の属する年度の前年度の末

日において、満39歳以下であるものをいう。  

 

 (3)  移住者 交付申請日において市に転入後４年以内である

者又は転入を予定している者をいう。 

 (4)  子育て世帯 18歳未満の子（18歳に達する日以降の最初

の３月31日までの間にある者（交付申請日において胎児で

ある者を含む。）をいう。）を養育し、かつ、当該子と同

居する者（当該子が胎児である場合にあっては、当該胎児

を養育し、かつ、当該胎児と同居する予定である者）が属

する世帯をいう。 

 (5) ［略］ 

 (6) ［略］ 

 （補助対象者） 

第３ 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は

、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1)  若者世代又は移住者であって、登録空き家を自らが居住

するために取得し、当該取得物件に補助金の交付を受けた

日から起算して５年以上、継続して居住する意思を有して

いる者であること。 

 (2)・(3) ［略］ 
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２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

場合は、補助の対象としない。 

(1) ［略］  

(2) 取得する登録空き家の所有者が、申請者又はその同一世

帯の者の３親等以内の親族である場合 

(3) ［略］ 

（補助金の額） 

第６ 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額

（1 , 0 0 0円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額

）とし、30万円を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 （補助金の交付申請） 

第７ 申請者は、市長が定める日までに、北上市若者向け空き

家取得補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

 

 (1) 申請者の住民票記載事項証明書（続柄が記載されたもの

に限る。）  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

場合は、補助の対象としない。 

(1) ［略］  

(2) 取得する登録空き家の所有者が、補助対象者又はその同

一世帯の者の３親等以内の親族である場合 

(3) ［略］ 

 （補助金の額） 

第６ 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額

（1 , 0 0 0円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額

）とし、30万円を限度とする。ただし、補助対象者が子育て

世帯に属する者である場合は、当該限度額に20万円を加算す

るものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、補助対象者が北上市空

き家改修事業補助金交付要綱（令和２年北上市告示甲第27号

）による子育て世帯を理由とした加算を受けている場合は、

当該加算はしないものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第７ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、市長が定める日までに、北上市若者及び移住者向

け空き家取得補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (1) 申請者の世帯全員の住民票の写し 
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 (2)・(3) ［略］ 

 （補助金の交付決定） 

第８ 市長は、第７の規定による申請があったときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは、北上市若者向け空き家取

得補助金交付決定通知書（様式第２号）により、不適当と認

めたときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第10 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助対象事業が完了したときは、北上市若者向け

空き家取得補助金交付請求書（様式第３号）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1)・(2) ［略］  

 (3) 補助対象事業で取得した登録空き家に住所を変更した後

の住民票記載事項証明書（続柄が記載されたものに限る。

） 

 (4) ［略］  

様式第１号（第７関係） 

 ［略］ 

北上市若者向け空き家取得補助金交付申請書 

 

  年度において、北上市若者向け空き家取得補助金の交付を

受けたいので、北上市若者向け空き家取得補助金交付要綱第７

 (2)・(3) ［略］ 

 （補助金の交付決定） 

第８ 市長は、第７の規定による申請があったときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは、北上市若者及び移住者向

け空き家取得補助金交付決定通知書（様式第２号）により、

不適当と認めたときはその旨を、当該申請者に通知するもの

とする。 

 （補助金の請求） 

第10 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助対象事業が完了したときは、北上市若者及び

移住者向け空き家取得補助金交付請求書（様式第３号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1)・(2) ［略］  

 (3) 補助対象事業で取得した登録空き家に住所を変更した後

の世帯全員の住民票の写し 

 

 (4) ［略］  

様式第１号（第７関係） 

 ［略］ 

北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付 

申請書 

  年度において、北上市若者及び移住者向け空き家取得補助

金の交付を受けたいので、北上市若者及び移住者向け空き家取
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の規定により、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

 

 

 ［略］ 

１ 若者世代該当者 

 ［略］ 

２・３ ［略］ 

 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

様式第２号（第８関係） 

 ［略］ 

北上市若者向け空き家取得補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付けで申請のあった 年度北上市若者向け空き

家取得補助金について、次のとおり交付することに決定したの

で、北上市若者向け空き家取得補助金交付要綱第８の規定によ

り通知します。 

 ［略］ 

様式第３号（第10関係） 

 ［略］ 

北上市若者向け空き家取得補助金交付請求書 

得補助金交付要綱第７の規定により、関係書類を添えて、次の

とおり申請します。なお、補助金の交付決定等に当たり、私及

びその世帯員全員の住民票関連情報を市が関係機関と共有する

ことに同意します。 

 ［略］ 

１ 若者世代該当者（※該当する場合のみ記載） 

 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 子育て世帯加算の有無   有 ・ 無 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

様式第２号（第８関係） 

 ［略］ 

北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付 

決定通知書 

  年 月 日付けで申請のあった 年度北上市若者及び移住

者向け空き家取得補助金について、次のとおり交付することに

決定したので、北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交

付要綱第８の規定により通知します。 

 ［略］ 

様式第３号（第10関係） 

 ［略］ 

北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付 
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  年 月 日付け北上市指令 第 号で交付決定のあった   

年度北上市若者向け空き家取得補助金について、北上市若者向

け空き家取得補助金交付要綱第10の規定により、次のとおり請

求します。 

 ［略］ 

請求書 

  年 月 日付け北上市指令 第 号で交付決定のあった   

年度北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金について、北

上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付要綱第10の規定

により、次のとおり請求します。 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  


